
問
い
合
わ
せ
先

　企
画
課
　
政
策
企
画
班
（
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　
☎（
２
４
８
）
１
８
１
３

合
志
市
長
選
挙

問
い
合
わ
せ
先　

市
選
挙
管
理
委
員
会
　
☎（
２
４
８
）
１
１
１
２

告
示
日 
３
月
９
日
（
日
）　
投
票
日 

３
月
16
日
（
日
）

あ
な
た
も
登
録
し
ま
せ
ん
か

登
録
調
査
員
募
集

合志市長選挙

立候補予定者説明会
と　き　２月７日（金）　午後２時～
ところ　合志庁舎２階庁議室

・各種届出書類の説明、選挙公営制度、選挙運動の制限
などについて説明します。
・立候補を予定している人は、必ずご出席ください。
・１候補者につき３人以内の出席でお願いします。

※各統計調査の詳細は総務省・経済産業省・農林水産省の
　ホームページなどをご覧ください。

平成26年度実施予定の主な統計調査

統計調査名

労働力調査

経済センサス基礎調査・
商業統計調査

全国消費実態調査

工業統計調査

農林業センサス

調査期日

毎月末日

7月1日現在

9月、10月、11月

12月31日現在

平成27年2月1日現在

　
任
期
満
了
に
伴
う
合
志
市
長
選
挙
を
３
月

16
日
（
日
）
に
行
な
い
ま
す
。
市
長
選
挙
の

立
候
補
に
関
す
る
こ
と
や
立
候
補
予
定
者
説

明
会
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
長
へ
の
立
候
補
制
度

●
被
選
挙
権

　
日
本
国
民
で
満
25
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
。

本
市
に
住
所
が
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

●
任

　期

　
現
在
の
市
長
の
任
期
が
満
了
と
な
る
日
の

翌
日（
４
月
２
日
）か
ら
４
年
間
と
な
り
ま
す
。

●
立
候
補
に
お
け
る
供
託

　
市
長
の
立
候
補
届
出
に
は
、
候
補
者
ご
と

に
１
０
０
万
円
の
現
金
ま
た
は
国
債
証
書
を

法
務
局
に
預
け
、
そ
の
証
明
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
「
供
託
」
と

言
い
ま
す
。

　
供
託
は
、
当
選
を
争
う
意
思
の
な
い
人
が

売
名
な
ど
の
目
的
で
無
責
任
に
立
候
補
す
る

こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
制
度
で
す
。
そ
の
候
補

者
の
得
票
数
が
規
定
の
数
に
達
し
な
か
っ
た

場
合
や
立
候
補
者
が
立
候
補
を
辞
退
し
た
場

合
に
は
、
供
託
金
は
全
額
没
収
さ
れ
、
市
に

納
め
ら
れ
ま
す
。

●
立
候
補
の
届
出

　
合
志
市
長
選
挙
の
告
示
日
（
３
月
９
日
）

に
受
け
付
け
を
行
な
い
ま
す
。
場
所
・
時
間

は
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
国
が
実
施
す
る
統
計
調
査
に
従
事
す
る
統

計
調
査
員
の
登
録
（
登
録
調
査
員
）
を
随
時

募
集
し
て
い
ま
す
。

統
計
調
査
員
の
仕
事

①
事
務
打
ち
合
わ
せ
会（
説
明
会
）へ
の
出

席
、
調
査
内
容
の
理
解

②
担
当
調
査
区
の
範
囲
と
調
査
対
象
の
確
認

③
記
入
依
頼
・
調
査
票
の
配
布（
記
入
の
仕
方

の
説
明
）

④
記
入
さ
れ
た
調
査
票
の
回
収

⑤
集
め
た
調
査
票
の
審
査
・
整
理

⑥
調
査
票
な
ど
調
査
関
係
書
類
の
提
出

※

調
査
員
に
は
報
酬
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

登
録
要
件

・
市
内
で
の
調
査
活
動
が
可
能
な
、
原
則
満

20
歳
以
上
65
歳
以
下
の
健
康
な
人
。

・
責
任
を
持
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行
で
き
る
人
。

・
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
秘
密
を
守
れ
る
人
。

・
警
察
、
税
務
、
興
信
所
な
ど
の
業
務
に
従

事
し
て
お
ら
ず
、
選
挙
に
直
接
関
係
の
な

い
人
。

・
そ
の
他
、
調
査
活
動
に
支
障
の
な
い
人
。

登
録
方
法

　
「
統
計
調
査
員
登
録
申
請
書
」
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
押
印
の
う
え
企
画
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
も
し
く
は
企
画
課
に
あ
り
ま
す
。
調
査
員

と
し
て
登
録
さ
れ
る
と
、
各
種
統
計
調
査

（
年
数
回
）の
際
に
、
優
先
し
て
調
査
業
務
の

依
頼
を
行
な
い
ま
す
。

※

任
期
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
登
録
し
て
い

る
人
は
、
再
度
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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11
月
３
日
、
紅
葉
し
始
め
た
山
が
雨

に
浮
か
ぶ
高
森
町
。
高
森
中
学
校
体
育

館
「
す
ま
い
る
フ
ェ
ス
タ
ｉ
ｎ
た
か
も

り
」
の
会
場
で
す
。
毎
年
行
な
わ
れ
る

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
文
化
祭
、
健
康
づ
く

り
推
進
大
会
、
人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
の
合
同
イ
ベ
ン
ト
で
、
地
元
高
森

町
の
人
権
擁
護
委
員
も
出
展
参
加
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
阿
蘇
大
津
人
権
擁

護
委
員
協
議
会
男
女
共
同
参
画
社
会
推

進
部
会
が
招
か
れ
啓
発
劇
を
上
演
す
る

よ
う
に
な
っ
て
３
年
に
な
り
ま
す
。
今

回
は
「
く
ら
し
の
中
の
人
権
〜
介
護
と

家
庭
〜
」
と
題
し
て
、
自
宅
で
介
護
を

す
る
時
に
起
こ
る
問
題
に
つ
い
て
会
場

の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
権
擁
護
委
員
は
ど
の

よ
う
に
決
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
権

擁
護
委
員
法
で
は
、
ま
ず
、
法
務
大
臣

が
市
町
村
長
に
法
務
局
長
を
通
じ
候
補

狙
わ
れ
る
認
知
症
高
齢
者

〜
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の

　
　
　
　
　
　
　
訪
問
販
売
ト
ラ
ブ
ル
〜

相
談
事
例
　
高
齢
で
認
知
症
の
母
親
が
、

業
者
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に
家
の
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
を
次
々
と
契
約
し
て
い
る
こ
と

が
、
民
生
委
員
か
ら
の
連
絡
で
分
か
っ
た
。

近
所
の
人
が
工
事
の
様
子
を
見
て
、
ず
さ

ん
な
工
事
の
よ
う
に
感
じ
、
近
く
の
民
生

委
員
に
相
談
を
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
家

の
中
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
屋
根
の
ふ
き
替

え
工
事
の
ほ
か
外
壁
塗
装
や
門
扉
の
工
事

な
ど
の
契
約
書
が
出
て
き
た
。
約
２
カ
月

の
間
に
３
件
、
合
計
３
５
０
万
円
の
契
約

を
し
て
い
た
。
高
額
で
必
要
の
な
い
工
事

な
の
で
解
約
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　

解
説
　
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
訪
問
販

売
に
関
す
る
相
談
は
、
い
っ
た
ん
減
少
し

た
も
の
の
平
成
21
年
度
か
ら
再
び
増
加

し
、
認
知
症
高
齢
者
な
ど
判
断
能
力
が
不

十
分
な
消
費
者
に
よ
る
契
約
に
関
す
る
相

談
も
増
え
て
い
ま
す
。

　
本
件
は
「
点
検
商
法
」
と
い
う
典
型
的

な
悪
質
訪
問
販
売
の
手
口
で
あ
り
、
訪
問

販
売
に
は
特
定
商
取
引
法
に
よ
る
規
制
が

あ
り
ま
す
。
工
事
が
終
了
し
て
い
て
も

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
、
勧
誘
の
際

に
事
実
と
異
な
る
説
明
を
し
た
場
合
に
も

契
約
取
消
が
可
能
で
す
。
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
の
場
合
、
工
事
前
の
状
態
に
戻
す
よ

う
求
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

対
策
　
特
に
認
知
症
高
齢
者
な
ど
の
場

合
、
被
害
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
に
時
間

が
か
か
り
、
そ
の
間
に
被
害
が
拡
大
し
二

次
被
害
に
遭
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
家
族

や
身
近
な
人
の
見
守
り
が
不
可
欠
で
す
。

　
最
近
は
、
分
割
払
い
で
は
な
く
「
業
者

か
ら
促
さ
れ
る
ま
ま
に
金
融
機
関
で
現
金

を
お
ろ
す
」
や
「
口
座
振
込
」
に
よ
り
、

一
度
に
全
額
を
支
払
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス

も
増
え
て
い
ま
す
。
認
知
症
の
症
状
が
見

ら
れ
る
場
合
は
、
成
年
後
見
人
制
度
や
社

会
福
祉
協
議
会
の
日
常
生
活
自
立
支
援
事

業
（
日
常
的
金
銭
管
理
支
援
）
制
度
を
利

用
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
生
活
状

況
の
変
化
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　（
合
志
庁
舎
２
階

　
総
務
課
）

　
☎（
２
４
８
）５
４
４
２

相
談
受
付
時
間
　

　
平
日
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

者
の
推
薦
を
依
頼
し
、
市
町
村
長
は
そ

の
市
町
村
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有

す
る
住
民
の
中
か
ら
議
会
の
意
見
を
聞

い
て
候
補
者
を
推
薦
し
ま
す
。
次
に
、

法
務
局
長
は
都
道
府
県
弁
護
士
会
と
同

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
意
見
を
聴

き
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
ま
す
。

　
委
員
の
任
期
は
３
年
で
再
任
も
差
し

支
え
な
く
、
７
期
20
年
に
及
ぶ
委
員
も

い
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
制
度
は
日
本

国
憲
法
の
基
本
的
人
権
の
尊
重
の
実
現

保
持
の
た
め
に
昭
和
23
年
に
発
足
し
、

現
在
全
国
で
約
１
万
４
千
人
の
委
員
が

活
動
し
て
い
ま
す
。
本
市
に
は
９
人
の

人
権
擁
護
委
員
が
い
て
、
相
談
や
啓
発

を
行
な
い
、
ま
た
、
法
務
局
や
連
合
会
・

協
議
会
の
研
修
を
受
け
知
識
や
技
能
の

習
得
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
委
員
に
な
っ
て
７
年
目
に
な
り

ま
す
が
、
こ
の
間
に
出
会
っ
た
人
は
数

知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
中
に
は
も
し
も
委

員
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
お
そ
ら
く
一

生
出
会
え
な
か
っ
た
と
思
え
る
人
も
多

く
、
雨
の
高
森
町
で
劇
を
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　「
人
権
擁
護
委
員
」
と
の
出
会
い
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。

人
権
よ
も
や
ま
話
冬号

人権擁護委員
桑原　典恵


